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はじめに ～ 福岡県教育委員会特定事業主行動計画の策定に当たって 

 

 本県教育委員会では、次代を担うこどもたちを健やかに生み育てる環境の形成に社

会全体で取り組んでいくことを目的として制定された「次世代育成支援対策推進法」（平

成15年法律第120号）に基づき、「福岡県教育委員会特定事業主行動計画」を策定し、

職場全体で子育てに関する認識を高め、支え合い安心して子育てができる職場づくり

を進めてきました。 

 

 また、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする全ての女性がその個性

と能力を十分に発揮して活躍できる社会づくりを目的とした「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」（平成 27 年法律第 64 号）に基づき、福岡県教育委員会特

定事業主行動計画の取組として、女性職員の活躍推進にも組織的に取り組んでいます。 

 

前計画の取組により、各役職段階に占める女性職員登用については、「課長補佐相当

職」及び「教頭以上の管理職（教育職）」の登用率は目標値を超えましたが、「課長相当職

以上」の登用率は目標値を下回りました。また、父親の出産・育児に係る休暇等の取得に

ついても目標値には到達しておらず、職員の意識改革や働き方改革については、今後も

引き続き、取り組んでいく必要があります。 

 

このため、令和８年度から１２年度までの５年間を計画期間とする「福岡県教育委員会

特定事業主行動計画」を新たに策定し、これまでの取組を継続しつつ、新たな取組を実

行することで、職員全員がやりがいを感じながら、それぞれの能力を十分に発揮し、仕

事と生活の調和を実現できる、働きやすい職場の実現を目指します。そして、特定事業

主として、市町村教育委員会の模範となり、県内のあらゆる分野で女性が活躍できる社

会の実現にも貢献していきます。 

 

 

 本県教育委員会では、SDGs（持続可能な開発目標）の推進を図っている 

ところです。 

 本計画に基づく取組は、SDGsの「目標５．ジェンダー平等を達成し、す 

べての女性及び女児のエンパワーメントを行う」、「目標８．包摂的かつ持 

続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい 

のある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する」の実現に資する 

ものです。 
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